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ススピピーードドメメーータターー検検査査時時のの留留意意点点

資資料料３３－－２２

第３回OBD検査モニタリング会合（R7.6.25）

ススピピーードドメメーータターー検検査査時時のの留留意意点点

1

（（１１））ごご指指摘摘事事象象のの概概要要

OBD検査対象車に関わらず、トラクションコントロール（TRC）機能等の搭載車両において、
ドラムテスター等を用いてスピードメーター検査をする際、下記事象が発生する可能性がある

・・ 車車両両安安全全性性をを確確保保すするるたためめのの機機能能（トラクションコントロール等）が作作動動
車輪速系のセンサ出力に乖離が発生することで、低μ路走行時等と似た状況となり
アクセル開度に対して駆動力を抑制する制御を行う可能性がある

・ DDTTCCがが入入力力しし警警告告灯灯がが点点灯灯

※ 実際に発生する事象や警告灯点灯・消灯（DTC入力・消去）の条件は、車両で異なるため上記はあくまで一例

駆動輪
(40km/h)

ローラー

非駆動輪
(0km/h)

①TRC等が作動

②警告灯
点灯

乖離

＜イメージ＞

・ドラムテスター上でのTRC機能等の不要作動は、運転者の意図せぬ挙動となるため、
OBD検査への影響以前に、検検査査がが“安安全全””にに““正正ししくく””実実施施ででききなないい可可能能性性ががああるる

・上記を防ぐために、検査前に各メーカーが案内する不要作動をさせない設定が必要

・速度が上がらない
・不安定な姿勢になる

第３回OBD検査モニタリング会合（R7.6.25）

8,【OBD関係】スピードメーター検査時の留意点
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ススピピーードドメメーータターー検検査査時時のの留留意意点点

2

（（２２））ドドララムムテテススタターー使使用用時時にに必必要要なな設設定定（（RR77年年66月月時時点点））

メーカーが案内する主な設定は下表にて。詳細は整備マニュアルや取扱説明書等をご確認
【前提条件】 対象車：OBD検査対象＆用品等の装着無し、対象作業：ﾄﾞﾗﾑﾃｽﾀｰを使用したｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰ検査作業

②② ①①がが未未設設定定のの場場合合ののリリススクク①①必必要要なな設設定定（（主主なな例例））
※詳細方法は、車種毎で異なるため
整備ﾏﾆｭｱﾙや取説等をご確認下さい

メメーーカカーー DDTTCC入入力力
のの可可能能性性

作作業業安安全全性性等等のの
低低下下のの可可能能性性 特特定定DDTTCCのの可可能能性性

ありありありESP® OFF スイッチの長押しスズキ

ありありあり
ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭﾌﾞﾚｰｷOFFｽｲｯﾁの長押し
又はｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲでOFF設定

SUBARU

ありありありVSC OFFスイッチの長押しダイハツ

ありありあり
整備モードへの移行
又はVSC OFFスイッチの長押し

トヨタ

ありありあり整備モードへの移行日産

ありありあり
VSAメンテナンスモードへの移行
又はVSA OFFスイッチ長押し

ホンダ

なしありありTCS（DSC） OFFスイッチを押すマツダ

ありありありASC OFFスイッチを押す三菱

なしありありASR OFFスイッチを押すいすゞ

なしありありVSC/ASRオフスイッチを押す日野

ありありあり
ローラーテスターモードへの移行
又はESP/ASRカットスイッチを押す

三菱ふそう

ありありありローラーベンチモードへの移行UDﾄﾗｯｸｽ

【補足】
①が未設定時の
DTC入力までの
時間や確率は、
車両により異なる
（DTCの入力条件

が異なるため）

第３回OBD検査モニタリング会合（R7.6.25）

ススピピーードドメメーータターー検検査査時時のの留留意意点点

3

（（３３））警警告告灯灯点点灯灯（（DDTTCC入入力力））時時ののごご対対応応

万が一、検査時に警告灯が点灯した場合は、その原因が「検査作業によるもの」か、または
「実際に車両が故障しているのか」を確実に確認し、整備マニュアル等に記載の修理方法に
従ってご対応下さい （該当部位の整備 or スキャンツール等によるDTC消去作業 等）

・ドラムテスター使用時は、本資料の設定対応等が必要なため、
安全で確実な作業を実施いただくためにご対応願います

・また本件以外にも、作業上の注意点等は整備マニュアルや
取扱説明書にも記載しているため、特に初めて取り扱う車両や
初めて行う作業に対しては、必要に応じてご確認ください

第３回OBD検査モニタリング会合（R7.6.25）
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プレスリリース 

令和７年３月１３日 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 6633 次次改改正正））－－  
 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11 年法律第 218 号）第 13 条第 1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、令和 7 年 4 月 1 日（一部は令和 7 年 10 月 1 日）か

ら施行します。 

 

主な改正の概要は、次のとおりです。 
 

１．新規検査等における書面審査関係［別添 2］ 

○ 別添 2 新規検査等書面審査要領について、本文＋附則 1～4 から成り立って

いた構成を見直して一本化するとともに、対象となる検査種別と自動車の種類

をわかりやすく表現します。 

○ 新規検査等届出書及び添付資料の記載方法等について更なる明確化を図り

ます。 

○ 自動車技術総合機構オンライン届出システムの運用開始に向けて、当該シス

テムを活用して提出された届出書等の取扱いを規定します。 
 

２．並行輸入自動車にかかる事前書面審査関係［別添 3］ 

○ 同一構造の二輪自動車であって一定の要件を満たすものについては、複数台

数をまとめて地方検査部又は沖縄事務所に届出することを可能とし、その取扱

い及び必要な様式を規定します。 

○ 並行輸入自動車届出書（第 1号様式）及び車両諸元概要表（第 2号様式）に

ついて、記載項目及び構成を見直して簡素化します。 
 

３．令和 7年 4月 1日から、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検

査が受検可能な期間の起算日が、自動車検査証の有効期間満了日の 2か月前になる

ことに伴い、ガス容器等再試験結果証明書の有効期限について、ガス容器等再試験

を実施した日の 1年 2か月後の日に変更します。［4-25］［様式 16］ 
 

４．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

9,審査事務規程の一部改正について（第63次改正）
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10,新規検査等届出に係る取扱い等の変更のお知らせ（第63次改正関係）
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11,並行輸入自動車にかかる届出様式変更のお知らせ（第63次改正関係）
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用途等の変更をする使用過程車等
は事前書面審査が必要です

自動車技術総合機構からのお知らせ
令和7年3月

※1：対象となる自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車及び大型特殊自動車を除く）

① 使用の過程にある自動車（一時抹消登録を受けた自動車又は自動車検査証が返納さ
れた自動車を含む。）

② 自動車予備検査証の交付を受けた自動車

※２：対象となる変更内容
① 用途・乗車定員・車両総重量の組み合わせについて、次の区分を移行するもの（ア

からエに移行する指定自動車等（乗車定員が9人以下の乗用自動車として認証を受け
たものに限る。）及び認証を受けたときの区分に移行する指定自動車等を除く。）

ア 乗車定員が9人以下の乗用自動車
イ 乗車定員が10人以上かつ車両総重量が5トン以下の乗用自動車
ウ 乗車定員が10人以上かつ車両総重量が5トンを超える乗用自動車
エ 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車
オ 車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の貨物自動車
カ 車両総重量が12トンを超える貨物自動車
※「乗用自動車」「貨物自動車」には、派生した特種用途自動車を含む。

② 乗車定員について、次の区分を移行するもの（認証を受けたときの区分に移行する
指定自動車等を除く。）

ア 11人以上
イ 10人

③ 自動車の種別について、次のいずれかの変更をするもの（認証を受けたときの種別
に変更する指定自動車等を除く。）

ア 普通から小型に変更（貨物自動車に限る。）
イ 軽から普通又は小型に変更
ウ 普通又は小型から軽に変更

④ 前1軸後1軸の第五輪荷重を有する牽引自動車の後軸重について、10トン以下から
10トン超え11.5トン以下に変更するもの（後軸重10トン超え11.5トン以下として
認証を受けた指定自動車等を除く。）

令和7年10月1日から、新規検査、予備検査又は構造等変更検査を
受検する自動車※1のうち、用途・乗車定員・車両総重量・自動車の種
別等を変更するもの※2については、新規検査等当日の保安基準への適
合性の確認を適正かつ効率的に実施し現車審査時間の短縮が図れるよ
う、新規検査等に先立って、当該自動車の構造・装置の変更内容など
を記載した新規検査等届出書を提出いただき、受理した届出書の事前
書面審査が受検日の前日までに終了したものに限り現車審査を実施す
ることになりますので、お知らせします。

※ 届出時に必要な添付資料や記載方法などの詳細については、
当機構のWebサイトに掲載している審査事務規程別添2
「新規検査等書面審査要領」をご参照ください。

12,用途等の変更をする使用過程車等の受検にかかるお知らせ（第63次改正関係）
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13,ホイールの堅ろう性について（第63次改正関係）
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プレスリリース 

令和７年７月２３日 

 

－－  審審査査事事務務規規程程のの一一部部改改正正ににつついいてて（（第第 6644 次次改改正正））－－  
 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11 年法律第 218 号）第 13 条第 1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、令和 7年 7月 31 日から施行します。 

 

主な改正の概要は、次のとおりです。 
 

１．道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安

基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に

伴う改正 

○ クラッチの操作を要しない機構がとられている自動車のうち専ら乗用の用

に供する乗車定員 10 人未満の自動車には、当該自動車の直前又は直後にある

障害物との衝突を防止し、又は当該障害物との衝突による被害を軽減できるも

のとして、UN R175 に規定された要件に適合するペダル踏み間違い時加速抑制

装置を備えなければならないことを規定します。［6-10 の 2、7-10 の 2、8-10

の 2］ 

○ 自動車の運転者席に視界内表示投影装置を備える場合には、運転に必要な視

野を確保し、かつ、運転操作を妨げないものとして、UN R176 に規定された要

件に適合しなければならないことを規定します。［6-41、7-41、8-41］ 

○ 農耕トラクタの運転者席及びこれと並列の座席には座席ベルトを備えなけ

ればならないことを規定します。［6-44、7-44］ 

○ 大型特殊自動車に備える灯火器、反射器及び後写鏡にあっては、運行時に取

付けが必要である旨を運転者が運転者席において容易に識別できるように表

示すること等を条件として、脱着式とすることができることを規定します。

［6-106 他］ 

 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 

 

お問い合わせ先 

 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-41 住友生命四谷ビル 

  独立行政法人自動車技術総合機構 検査部検査課 

    電話 ０３－５３６３－３４４１（代表） 

    FAX  ０３－５３６３－３３４７ 
 

14,審査事務規程の一部改正について（第64次改正）
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15,軽自動車の重量税の重課適用月が変更されます
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軽自動車検査協会からのお知らせ

スピードメータ検査の方法が
８月25日より統一されます。

令和７年８月

これまで３コースのみ設置していたスピード申告スイッチを、すべてのコースに
設置します。これに伴い、全コースにおいてスピード申告スイッチを使用し
た検査に変更します。（パッシングによる速度申告は廃止となります。）
また、車種選択ボタンの「オートライト」を押下する必要はございません。
ご不明な点は、検査職員までお声がけください

押さない
【検査時の表示画面】

【操作時の注意事項】
・スイッチを取る際は、シフトを「N」位置にし、テスタが作動しタイヤ
が下がったことを確認してください。
・スイッチのコードをドアに挟みこまないように注意してください。
・ハンドル操作にご注意ください。

16,スピードメーター検査の方法が統一されます
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17,OCR記入時のお願い
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自動車税種別割納税証明書の有効期間の取り扱いについて 

 
○納税証明書の変更点 
納税証明書の「本書の有効期限」の下に使用期限として『この証明書は、左の領収日が▲▲ ○年○月○日までの

ものに限り使用できます』という文章が追加されています。 

 
○領収日の日付けが「使用期限」を過ぎている場合 
有効な納税証明書として使用することが出来ない（納税確認が出来ない）ため、県税事務所にて

納税の確認を受け有効な納税証明書を発行してもらう必要があります。 
 
 
※他都道府県の納税証明書についても同様に「使用期限」が記載されているものがあるため、申

請の際は領収日付印について必ずご確認ください。 
 
※二輪車（バイク）の納税証明書については従前通り原本提示が必要となります。 

 

使 用 期 限 を 追 加 

領収日付印の日付けが「使用期限」

の範囲内であるか確認。 
範囲外の場合は使用不可 
 

18,納税証明証の有効期間取扱いについて
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令和７年１月 29 日 

 

令令和和６６年年度度  自自動動車車特特定定整整備備業業実実態態調調査査結結果果のの概概要要ににつついいてて  

  

一  般

社団法人 日本自動車整備振興会連合会 

調査企画部 調査企画課 

 

この度、令和６年度の自動車特定整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知らせ

します。 

 

１１．．目目的的  

本調査は、自動車整備業の現状および経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に資

する方策の基礎資料として活用することを目的として実施しています。 

 

２２．．調調査査時時点点  

令和６年６月 30 日現在。整備売上高については、令和５年７月１日から令和６年６月 30 日

までに決算が終了した事業実績であり、会計年度では「令和５年度」実績となります。 

 

３３．．調調査査結結果果のの概概要要（（別別紙紙参参照照））  

道路運送車両法に規定する自動車整備事業者(令和６年６月 30 日時点 92,384 事業場)の中

から、２割を対象として調査を行いました。(有効回答率 40％) 

令和６年度調査における総整備売上高は６兆 2,561 億円となり、前年度より 3,489 億円

(5.9％)増と３年連続で増加しました。 

なお、詳細は、４月に発刊予定の｢令和６年度版 自動車整備白書｣に掲載します。 

 

（業態区分） 

専 業：自動車整備業の売上高が総売上高の 50%を超える事業場 

兼 業：兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の 

50%以上を占める事業場（ディーラーを除く） 

デ ィ ー ラ ー：自動車製造会社または国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる企業の 

事業場 

自 家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 
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1,令和６年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について
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（作業内容別整備売上高・業態別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：億円) 

 

（（２２））事事業業場場数数  

調査時点における事業場数は 92,384 事業場で、前年度より 535 事業場(0.6%)増と３年連続

で増加しました。 

指定工場数は 29,932 事業場で、前年度より 158 事業場(0.5％)減少しました。 
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作業内容 

２年 １年 小計 １年 ６か月 ３か月 小計

売上高 9,754 4,624 14,378 681 166 414 1,261 5,118 9,442 30,199 
増減額 +771 +151 +922 +36 +2 -29 +9 +394 +442 +1,767 

増減率 +8.6% +3.4% +6.9% +5.6% +1.2% -6.5% +0.7% +8.3% +4.9% +6.2% 

売上高 6,722 3,822 10,544 450 112 360 922 4,092 6,925 22,483 
増減額 +306 +11 +317 -2 -17 -28 -47 +238 +444 +952 

増減率 +4.8% +0.3% +3.1% -0.4% -13.2% -7.2% -4.9% +6.2% +6.9% +4.4% 

売上高 3,032 802 3,834 231 54 54 339 1,026 2,517 7,716 
増減額 +465 +140 +605 +38 +19 -1 +56 +156 -2 +815 

増減率 +18.1% +21.1% +18.7% +19.7% +54.3% -1.8% +19.8% +17.9% -0.1% +11.8% 

売上高 8,060 1,844 9,904 2,379 446 297 3,122 5,592 11,125 29,743 
増減額 -493 +207 -286 -49 -6 +99 +44 +511 +1,246 +1,515 

増減率 -5.8% +12.6% -2.8% -2.0% -1.3% +50.0% +1.4% +10.1% +12.6% +5.4% 

売上高 767 351 1,118 131 14 40 185 488 828 2,619 
売上高 18,581 6,819 25,400 3,191 626 751 4,568 11,198 21,395 62,561 
増減額 +269 +380 +649 +60 -24 +101 +137 +979 +1,724 +3,489 

増減率 +1.5% +5.9% +2.6% +1.9% -3.7% +15.5% +3.1% +9.6% +8.8% +5.9% 

兼 業
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定　期　点　検　整　備 事故
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（（１１））総総整整備備売売上上高高  

直近６年間の総整備売上高の推移をみると、令和３年度は減少しましたが、その後は３年

連続で増加しています。増減率は、令和に入ってから最大の伸び率となりました。 

業態別に前年度と比較すると、専・兼業が 1,767 億円(6.2％)増、ディーラーが 1,515 億

円(5.4％)増、自家が 207 億円(8.6％)増と、いずれも増加しました。 

作業内容別では、「車検整備」が 649 億円(2.6％)増、「定期点検整備」が 137 億円(3.1％)

増、「事故整備」が 979 億円(9.6％)増、「その他整備」が 1,724 億円(8.8％)増と、いずれも

増加しました。 

 
(注)表の上段は売上高(億円)、下段は対前年度増減率である。 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 R6-R5

26,274 26,650 26,757 27,677 28,432 30,199
+0.8% +1.4% +0.4% +3.4% +2.7% +6.2%

19,444 19,854 20,144 21,146 21,531 22,483
+0.4% +2.1% +1.5% +5.0% +1.8% +4.4%

6,830 6,796 6,613 6,531 6,901 7,716
+1.7% -0.5% -2.7% -1.2% +5.7% +11.8%

27,672 27,749 26,419 27,340 28,228 29,743
+2.8% +0.3% -4.8% +3.5% +3.2% +5.4%

2,270 2,162 2,334 2,371 2,412 2,619
-0.9% -4.8% +8.0% +1.6% +1.7% +8.6%

56,216 56,561 55,510 57,388 59,072 62,561
+1.7% +0.6% -1.9% +3.4% +2.9% +5.9%
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自自動動車車整整備備業業のの概概要要  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別別紙紙

(注)各項目の数値は各年６月末現在。ただし、売上高は各事業場の６月に最も近い決算期の数値によるものである。

 　事業場数と指定工場数は国交省、保有車両数は自検協の集計により、その他は、各自動車整備振興会の会員事業場に対する２割

   の抽出調査から全体を推計している。なお、四捨五入による丸め誤差のため、構成比率の合計は必ずしも100％にならない。

調査年度　

1. 総整備売上高　　（億円） 56,216 56,561 55,510 57,388 59,072 62,561 + 5.9 ％

26,274 26,650 26,757 27,677 28,432 30,199
（比率、％） (46.7) (47.1) (48.2) (48.2) (48.1) (48.3)

19,444 19,854 20,144 21,146 21,531 22,483
（比率、％） (34.6) (35.1) (36.3) (36.8) (36.4) (35.9)

6,830 6,796 6,613 6,531 6,901 7,716
（比率、％） (12.1) (12.0) (11.9) (11.4) (11.7) (12.3)

27,672 27,749 26,419 27,340 28,228 29,743
（比率、％） (49.2) (49.1) (47.6) (47.6) (47.8) (47.5)

2,270 2,162 2,334 2,371 2,412 2,619
（比率、％） (4.0) (3.8) (4.2) (4.1) (4.1) (4.2)

2. 企  業  数 72,845 72,523 72,214 72,370 72,176 72,481 + 0.4 ％

3. 事業場（認証工場）数 91,605 91,533 91,454 91,711 91,849 92,384 + 0.6 ％

71,734 71,654 71,585 71,939 72,174 72,732 + 0.8 ％

56,032 56,156 56,075 56,483 56,620 56,809 + 0.3 ％

15,702 15,498 15,510 15,456 15,554 15,923 + 2.4 ％

16,349 16,315 16,305 16,269 16,173 16,165 - 0.05 ％

3,522 3,564 3,564 3,503 3,502 3,487 - 0.4 ％

4. 指定工場数　※認証工場数の内数 30,087 30,085 30,083 30,104 30,090 29,932 - 0.5 ％

5. 整備関係従業員数　（人） 536,493 539,086 544,670 547,332 554,307 562,869 + 1.5 ％

6. 整備要員（工員）数　（人） 399,135 399,218 398,952 399,619 399,770 402,025 + 0.6 ％

336,897 339,593 334,319 331,681 331,255 333,047 + 0.5 ％

84.4 85.1 83.8 83.0 82.9 82.8 - 0.1
ポイ

ント

7. 1 事業場あたり整備要員数 （人） 4.36 4.36 4.36 4.36 4.35 4.35 ± 0.00 人

8. 保有車両数  （3月末、千台） 81,789 81,850 82,078 82,175 82,451 82,569 + 0.1 ％

9. +1.5 +2.0 +2.0 +2.5 +4.0 +5.1 + 1.1
ポイ

ント

10. 9,963 10,115 10,190 10,514 10,779 11,374 + 5.5 ％

専　　　業 9,647 9,817 10,007 10,428 10,634 11,091 + 4.3 ％

兼　　　業 10,982 11,097 10,790 10,801 11,257 12,284 + 9.1 ％

23,635 23,646 22,440 23,180 24,003 25,188 + 4.9 ％

14,166 14,284 13,981 14,433 14,857 15,627 + 5.2 ％

11. 49.9 50.2 50.8 51.2 51.7 51.9 + 0.2 歳

専　　　業 50.9 51.2 51.8 52.1 52.7 52.8 + 0.1 歳

兼　　　業 46.8 47.0 47.7 48.0 48.5 48.8 + 0.3 歳

35.5 35.7 36.4 36.8 37.0 37.3 + 0.3 歳

45.5 45.7 46.4 46.7 47.2 47.4 + 0.2 歳

12. 3,621.6 3,652.6 3,674.2 3,702.5 3,848.8 3,885.9 + 1.0 ％

専　　　業 3,571.0 3,603.8 3,623.8 3,646.1 3,783.2 3,815.0 + 0.8 ％

兼　　　業 3,785.7 3,813.9 3,839.9 3,891.7 4,065.3 4,114.9 + 1.2 ％

4,606.0 4,659.8 4,684.6 4,805.4 4,899.6 5,094.3 + 4.0 ％

3,924.3 3,963.0 3,987.0 4,043.8 4,172.8 4,257.9 + 2.0 ％

　項　　目

整備要員
平均年収
（千円）

（給与、各種手当
および賞与）

整備要員
１人あたり
年間整備
売上高
（千円）

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

４年度

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

　整備士保有率　（％）

技術料(工賃)の対前年度増減率（％）

整備要員
平均年齢
　（歳）

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

％

専　・　兼　業
+ 6.2 ％

デ ィ ー ラ ー
+ 5.4

自　　　　　 家
+ 8.6 ％

専 ・兼業

専 業

兼 業

ディーラー

自 家

　うち整備士数　（人）

兼　　　　　 業
+ 11.8 ％

専　　　 　　業
+ 4.4 ％

令和
元年度

６年度２年度 ３年度
対前年度
増減率

５年度

 4 / 5 

 

（（３３））整整備備関関係係従従業業員員数数  

整備関係従業員数は 562,869 人で、前年度より 8,562 人(1.5％)増加しました。平成 30

年度から７年連続で増加しています。 

 

（（４４））整整備備要要員員数数おおよよびび整整備備士士数数  

整備要員数は 402,025 人で、前年度より 2,255 人(0.6％)増と３年連続で増加しました。

事業場数の増加に伴い、平成 23 年度（402,221 人）に次ぐ人数に増加しています。 

整備士数は 333,047 人で、前年度より 1,792 人(0.5％)増と４年ぶりに増加しました。整

備要員数に対する整備士数の割合(整備士保有率)は 0.1 ポイント低下して 82.8％になりま

した。整備士保有率は、平成 20 年度の 87.2％をピークに漸減傾向にあります。 

（参考）内数として、女性の整備要員数は 19,335 人、女性の整備士数は 10,567 人、全整備

要員数に占める女性の割合は 4.8％、全整備士数に占める女性の割合は 3.2％とな

っております。 

 

（（５５））整整備備要要員員１１人人ああたたりり年年間間整整備備売売上上高高  

整備要員１人あたり年間整備売上高（自家を除く）は 15,627 千円で、前年度より 5.2％

増加しています。 

業態別では専・兼業が 5.5％増えて 11,374 千円、ディーラーは 4.9％増えて 25,188 千円

となりました。 

 

（（６６））整整備備要要員員平平均均年年齢齢  

整備要員平均年齢（自家を除く）は 47.4 歳で、前年度より 0.2 歳上昇しました。 

 

（（７７））整整備備要要員員平平均均年年収収  

整備要員平均年収（自家を除く）は 4,257.9 千円、前年度より 85.1 千円（2.0％）増加

しています。 

業態別ではディーラー（5,094.3 千円）が最も高く、はじめて 500 万円を超えました。 
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自自動動車車整整備備業業のの概概要要  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別別紙紙

(注)各項目の数値は各年６月末現在。ただし、売上高は各事業場の６月に最も近い決算期の数値によるものである。

 　事業場数と指定工場数は国交省、保有車両数は自検協の集計により、その他は、各自動車整備振興会の会員事業場に対する２割

   の抽出調査から全体を推計している。なお、四捨五入による丸め誤差のため、構成比率の合計は必ずしも100％にならない。

調査年度　

1. 総整備売上高　　（億円） 56,216 56,561 55,510 57,388 59,072 62,561 + 5.9 ％

26,274 26,650 26,757 27,677 28,432 30,199
（比率、％） (46.7) (47.1) (48.2) (48.2) (48.1) (48.3)

19,444 19,854 20,144 21,146 21,531 22,483
（比率、％） (34.6) (35.1) (36.3) (36.8) (36.4) (35.9)

6,830 6,796 6,613 6,531 6,901 7,716
（比率、％） (12.1) (12.0) (11.9) (11.4) (11.7) (12.3)

27,672 27,749 26,419 27,340 28,228 29,743
（比率、％） (49.2) (49.1) (47.6) (47.6) (47.8) (47.5)

2,270 2,162 2,334 2,371 2,412 2,619
（比率、％） (4.0) (3.8) (4.2) (4.1) (4.1) (4.2)

2. 企  業  数 72,845 72,523 72,214 72,370 72,176 72,481 + 0.4 ％

3. 事業場（認証工場）数 91,605 91,533 91,454 91,711 91,849 92,384 + 0.6 ％

71,734 71,654 71,585 71,939 72,174 72,732 + 0.8 ％

56,032 56,156 56,075 56,483 56,620 56,809 + 0.3 ％

15,702 15,498 15,510 15,456 15,554 15,923 + 2.4 ％

16,349 16,315 16,305 16,269 16,173 16,165 - 0.05 ％

3,522 3,564 3,564 3,503 3,502 3,487 - 0.4 ％

4. 指定工場数　※認証工場数の内数 30,087 30,085 30,083 30,104 30,090 29,932 - 0.5 ％

5. 整備関係従業員数　（人） 536,493 539,086 544,670 547,332 554,307 562,869 + 1.5 ％

6. 整備要員（工員）数　（人） 399,135 399,218 398,952 399,619 399,770 402,025 + 0.6 ％

336,897 339,593 334,319 331,681 331,255 333,047 + 0.5 ％

84.4 85.1 83.8 83.0 82.9 82.8 - 0.1
ポイ

ント

7. 1 事業場あたり整備要員数 （人） 4.36 4.36 4.36 4.36 4.35 4.35 ± 0.00 人

8. 保有車両数  （3月末、千台） 81,789 81,850 82,078 82,175 82,451 82,569 + 0.1 ％

9. +1.5 +2.0 +2.0 +2.5 +4.0 +5.1 + 1.1
ポイ

ント

10. 9,963 10,115 10,190 10,514 10,779 11,374 + 5.5 ％

専　　　業 9,647 9,817 10,007 10,428 10,634 11,091 + 4.3 ％

兼　　　業 10,982 11,097 10,790 10,801 11,257 12,284 + 9.1 ％

23,635 23,646 22,440 23,180 24,003 25,188 + 4.9 ％

14,166 14,284 13,981 14,433 14,857 15,627 + 5.2 ％

11. 49.9 50.2 50.8 51.2 51.7 51.9 + 0.2 歳

専　　　業 50.9 51.2 51.8 52.1 52.7 52.8 + 0.1 歳

兼　　　業 46.8 47.0 47.7 48.0 48.5 48.8 + 0.3 歳

35.5 35.7 36.4 36.8 37.0 37.3 + 0.3 歳

45.5 45.7 46.4 46.7 47.2 47.4 + 0.2 歳

12. 3,621.6 3,652.6 3,674.2 3,702.5 3,848.8 3,885.9 + 1.0 ％

専　　　業 3,571.0 3,603.8 3,623.8 3,646.1 3,783.2 3,815.0 + 0.8 ％

兼　　　業 3,785.7 3,813.9 3,839.9 3,891.7 4,065.3 4,114.9 + 1.2 ％

4,606.0 4,659.8 4,684.6 4,805.4 4,899.6 5,094.3 + 4.0 ％

3,924.3 3,963.0 3,987.0 4,043.8 4,172.8 4,257.9 + 2.0 ％

　項　　目

整備要員
平均年収
（千円）

（給与、各種手当
および賞与）

整備要員
１人あたり
年間整備
売上高
（千円）

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

４年度

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

　整備士保有率　（％）

技術料(工賃)の対前年度増減率（％）

整備要員
平均年齢
　（歳）

専・兼業

ディーラー

平　均（自家を除く）

％

専　・　兼　業
+ 6.2 ％

デ ィ ー ラ ー
+ 5.4

自　　　　　 家
+ 8.6 ％

専 ・兼業

専 業

兼 業

ディーラー

自 家

　うち整備士数　（人）

兼　　　　　 業
+ 11.8 ％

専　　　 　　業
+ 4.4 ％

令和
元年度

６年度２年度 ３年度
対前年度
増減率

５年度
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当会 HP のお知らせ 

一般社団法人宮城県自動車整備振興会ホームページ 

https://oasis-miyagi.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■会会員員ペペーージジ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会会員員ロロググイインン  
ユーザー名、パスワード 

認証番号 4 桁 

一一般般ユユーーザザーーへへのの  

おお知知ららせせ  

各各種種届届出出用用紙紙等等ののダダウウ

ンンロローードドがが出出来来まますす  

振興会・商工組合 HP のお知らせ

2,振興会・商工組合ホームページのお知らせ
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B-18-0328-20190930

補償内容は、「日整連自動車整備業賠償共済保険」パンフレットをご参照ください｡詳しい内容につきましては、「重要事項説明書」・「ご加入のしおり」をご覧ください。
      

03（3264）1511<取扱代理店>一般財団法人全国中小企業共済財団 （全共済）

3,自動車整備業賠償共済保険のご案内
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